
令和５年度資源物（紙類）回収団体助成金交付要綱 

                         （令和５年４月１１日） 

（趣旨） 

第１条 三沢市は、市民によって形成された団体が地域活動を通して資源物（紙

類）を回収することで、ごみの分別、リサイクルの増進、ごみの減量化等に

よりごみに対する意識を向上させるため、令和５年度予算の範囲内において、

資源物（紙類）回収団体助成金（以下「助成金」という。）を交付するものと

し、その交付については、三沢市補助金等の交付に関する規則（昭和４７年

三沢市規則第１５号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱

の定めるところによる。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

⑴ 資源物（紙類） 新聞紙、雑誌、段ボール及び紙パックをいう。 

⑵ 団体 市民が地域活動をするために組織された団体、町内会、学校等特

定の地域の中で作られた団体をいう。 

 （助成対象経費及び助成金の額） 

第３条 助成金の交付の対象となる経費は、団体が事業者に売却した資源物（ 

紙類）の重量１キログラムにつき５円とする。 

 （団体の登録） 

第４条 この要綱による助成金の交付を受けようとする団体は、様式第１号に

より市に対し届出をし、資源物（紙類）回収団体として登録しなければなら

ない。 

２ 資源物（紙類）回収団体として登録された団体が登録内容を変更しようと

するときは、資源物（紙類）回収団体変更届出書（様式第１号を準用）によ

り市に届出をしなければならない。 

（申請書等） 

第５条 規則第４条第１項の規定による申請書は、様式第２号によるものとし、

同条第２項の規定により当該申請書に添付しなければならない書類は、次の

とおりとする。 



⑴ 当該年度の事業計画書（様式第３号） 

⑵ 当該年度の収支予算書（様式第４号） 

⑶ 前年度の事業実績書（様式第３号を準用） 

⑷ 前年度の収支決算書（様式第４号を準用） 

⑸ 受入伝票等（仕切書） 

⑹ その他市長が必要と認める書類 

（交付決定の通知） 

第６条 規則第５条第１項の規定による助成金の交付の決定の通知は、様式第

５号により行うものとする。 

（助成金の交付の条件） 

第７条 次に掲げる事項は、助成金の交付の決定がなされた場合において、規

則第５条第２項の規定により付された条件となるものとする。 

⑴ 助成金の交付の対象となる事業（以下「助成事業」という。）が予定の期

間内に完了しない場合又はこれらの遂行が困難となった場合は、速やかに

その理由及び事業の遂行状況を記載した書類を市長に提出してその指示を

受けること。 

⑵ 補助事業の状況、補助事業の経費の収支、その他補助事業に関する事項

を明らかにする書類、帳簿等を備え付け、これらを当該年度の事業終了後

から５年間保管しておくこと。 

 （計画変更の承認） 

第８条 助成事業について、次に掲げる変更をする場合は、事業変更（中止・

廃止）承認申請書（様式第６号）を市長に提出するものとする。 

⑴ 事業主体、事業内容等の変更 

⑵ 助成事業の中止又は廃止 

２ 市長は、前項の事業変更（中止・廃止）承認申請書を受理したときは、そ

の内容を審査し、その承認又は不承認を決定し、様式第７号により申請者に

通知するものとする。 

３ 市長は、前項の承認に際し、必要な条件を付すことができる。 

（申請の取下げ） 

第９条 規則第６条第１項の規定による助成金の交付の申請の取下げは、助成



金の交付の決定の通知を受けた日から起算して７日を経過した日までにこれ

を行うものとする。 

（助成金の請求） 

第１０条 助成金の請求は、様式第８号により行い、事業終了後に確定通知書

の写しを添付して行うものとする。 

（助成金の交付方法） 

第１１条 助成金の交付方法は、精算払とする。 

（実績報告書等） 

第１２条 規則第９条の規定による報告は、助成事業の完了の日（助成事業の

廃止の承認を受けた場合はその日）から起算して３０日を経過した日又は助

成金の交付に係る年度の３月２９日のいずれか早い期日までに、様式第９号

により行うものとし、当該報告に添付しなければならない書類は、次のとお

りとする。 

⑴ 事業実績書（様式第３号を準用） 

⑵ 収支決算書（様式第４号を準用） 

⑶ 計量表等（仕切書） 

⑷ その他市長が必要と認める書類 

（助成金の額の確定） 

第１３条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出を受けたときは、規則

第１０条の規定により、交付すべき助成金の額を確定し、様式第１０号によ

り通知するものとする。 

 （助成金の交付の決定の取り消し） 

第１４条 市長は、助成金の交付を受けた団体が次の各号のいずれかに該当す

ると認めたときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すとことが

できる。 

 ⑴ 助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

 ⑵ 助成事業を行う者が法令に違反する行為を行ったとき。 

 ⑶ この要綱に基づく申請書、報告書等の内容に虚偽があったとき。 

 （助成金の返還） 

第１５条 市長は、前条の規定により助成金の交付の決定の全部又は一部を取



り消した場合において、当該取り消しに係る部分に関し、既に助成金が交付

されているときは、様式第１１号により期限を定め、団体に対してその返還

を命ずるものとする。 

 

附 則 

この要綱は、令和５年４月１２日から施行する。 

 


